
 

第 57回 高輪築堤調査・保存等検討委員会【全体会】 
 

日時：2025年 7月 2日（水） 
全体会・部会③ 10:00～12:00（予定） 

場所：JR東日本現地会議室 
 

次 第 
 

【全体会】 

(１) 開会 

 

 

(２) 5・6 街区の高輪築堤跡の文化財的価値及び保護措置について（2）    【資料１】 

 

 

(３) 品川駅周辺における上位計画等について           【資料２】 

 

 

(４) その他                            

 

 

(５) 閉会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※なお、資料のなかで個人に関する情報や事業の関係等で非公開である情報については、
一部表現を修正しています。その他、写真・図について一部訂正や出典等の加筆・修正をしています。
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5・6街区の高輪築堤跡の文化財的価値及び保護措置について（2） 

 

 本文書は、2025年 6月 4日の第 56回高輪築堤調査・保存等検討委員会において協議した

方針に基づき、5・6 街区の高輪築堤跡の文化財的価値及び保護措置の基本的考え方につい

て、高輪築堤調査・保存等検討委員会委員の見解をとりまとめたものである。 

 

１．第 56 回高輪築堤調査・保存等検討委員会で協議した方針 

 

 第 56回高輪築堤調査・保存等検討委員会では以下の 2点を協議した。 

①文化財的価値の評価については、「5・6 街区及び隣接地区の高輪築堤跡の遺構と文

化財的価値について(３)」及び「5 ・6街区の高輪築堤跡の文化財的価値及び保護措

置について」において示した委員見解を出発点とすることが確認された。 

②保護措置については、開発計画をゼロベースすなわち白紙にして現地保存を検討す

ることを協議の出発点とすることを示した。 

 

2．文化財的価値について 

 

文化財的価値の評価について、これまでの委員見解をまとめると以下のようになる。 

①高輪築堤跡の遺構は日本の近代化土木遺産を代表する遺跡として、わが国の近代史、

鉄道史、土木史、産業史上重要な位置を占めている。また、東京や高輪の地域史を考

える上でも貴重な遺跡である。 

②国史跡「旧新橋停車場跡及び高輪築堤跡」に指定された、２街区の築堤部及び３街区 

の第 7橋梁橋台部・築堤部と一連のものであり、国指定史跡にふさわしい文化財的価 

値を有していると評価できる。 

③高輪築堤跡の文化財的価値の判断基準は、「希少性」「連続性」「遺存度」「歴史的重層 

 性」という観点に基づいている。 

④５・６街区及び隣接地区の高輪築堤跡は、１～４街区の高輪築堤跡と同等の文化財的 

価値を有するとともに、高輪築堤跡の構造の多様性を示す貴重な遺構であると考え

られる。高輪築堤跡の構造の多様性は構築方法の違いや構築時の工区を示すもので

ある。また、第８橋梁及びそれにともなう南北横仕切堤が含まれ、旧品川停車場につ

ながる部分にあたる点も重要である。 

⑤ ６街区の海側石垣に設置された張り出し遺構は、４街区で検出された信号機跡と類 

資料１
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 似しており、わが国最初期の信号機跡と推定される貴重な遺構である。 

 

3．保護措置について 

 

保護措置についての基本的考え方は、以下のとおりである。 

①保護措置は上記のような文化財的価値の評価に基づいて判断する。とくに、高輪築

堤跡全体が「希少性」の高い遺構であり、その中でも信号機跡はきわめて「希少

性」が高い。高輪築堤跡の遺構は「連続性」を有し、「遺存度」はきわめて良好で

ある。鉄道開業時から複線化、３線化さらに周辺の埋め立てを経て現在に至る、日

本の鉄道発展の「歴史的重層性」がうかがわれるという評価を前提とする。 

②1～4街区の保護措置については、３街区第７橋梁橋台部約 20ｍとそれにつながる 

南北の築堤部各約 30ｍ、合わせて約 80ｍ、及び 4街区の信号機跡を含む築堤跡の

可能な限り長い区間の遺構を「現地保存」することを要望した。残念ながら後者は

実現できず、信号機跡を含む築堤跡約 30ｍを「移築保存」することになった。すな

わち、1～4街区で「現地保存」された築堤部は、第７橋梁橋台部につながる南北約

30ｍずつ、2街区の公園部分の約 40ｍであり、高輪築堤の海上築堤の鉄道らしい

「連続性」を有する築堤部の遺構が「現地保存」されたとは言い難い。 

③保護措置は「現地保存」「移築保存」「記録保存」に分かれるが、遺跡の価値は 「現地

保存」によって維持されるものである。 「移築保存」「記録保存」の際に発掘調査が行

われるが、考古学では発掘調査は遺跡を破壊する行為の一種とされている。埋蔵文化

財行政では、原則として遺跡を現状のまま後世に保存する 「現地保存」の措置をとり、

やむを得ずそうした措置をとることができない場合、発掘調査等によって埋蔵文化

財の記録を作成する「記録保存」が行われる。したがって、保護措置についての協議

は、遺跡の全面的な「現地保存」を検討することを出発点とする。 

  ④2025 年 4月 9日の第 54回高輪築堤調査・保存等検討委員会に提出されたＪＲ見解

には「まちづくりと高輪築堤の保存・継承等の両立へ向けて」という文言がある

が、ここでいう「両立」とはどういうあり方を示すものなのか、委員と見解を共有

する必要がある。 

 

以上のような 5・6街区の高輪築堤跡の文化財的価値及び保護措置の基本的考え方を、今

後の協議の方針として提示する。 
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品川駅周辺における上位計画等について

2025年7月2日（水）
東京科学大学名誉教授 中井検裕

資料２

第56回高輪築堤調査・保存等検討委員会における文化庁からの質問に関して、
品川駅北周辺地区まちづくりガイドライン検討委員会の中井座長にご説明を頂いた
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出典：品川駅周辺における今後のまちづくりの進め方について（中間まとめ）‐環境モデル都市の創出を目指して‐出典：品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2014

・2004年8月 都市・居住環境整備重点区域（国交省）
・2006年9月 品川周辺地域都市・居住環境整備基本計画（東京都）
→将来像
〇環境モデル都市づくり
〇千客万来の都市づくり
〇東京サウスゲートの形成

現在のまちづくりの原点

・2007年11月 品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン（東京都）
〇風の道の確保 〇基盤施設の整備の方向

資料２

出典：品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2007 出典：品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2007
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2007年ガイドライン以降の動き
・2008年 東海道新幹線全列車が品川駅停車
・2010年 羽田空港国際線ターミナル（現第3ターミナル）供用開始
・2011年 リニア中央新幹線の整備決定
・2011年 アジアヘッドクォーター特区（内閣府）
・2012年1月 特定都市再生緊急整備地域に指定（内閣府）

・2013年 オリンピック・パラリンピック2020開催決定
・2014年 山手線新駅（高輪ゲートウェイ駅）構想公表

資料２

出典：地方創生2.0HP
川口駅周辺地域 都市再生の状況 １．地域の概要 ・川口市は、東京に隣接し、もともと鋳物業等の産業都市として発展してきた都
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品川駅・田町駅まちづくりガイドライン2014（東京都）

4

・３つの将来像

資料２

出典：品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2014
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・品川駅・田町駅周辺地域の将来イメージ

出典：品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2014

資料２品川駅・田町駅まちづくりガイドライン2014（東京都）
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2014年ガイドライン以降の動き
・2016年4月 国家戦略特区の都市計画決定（土地区画整理事業）（内閣総理大臣認定）
・2016年7月 品川駅北周辺地区土地区画整理事業の事業認可（国交省）

事業名称：東京都市計画土地区画整理事業
品川駅北周辺地区土地区画整理事業

都市計画決定日：2016（H28)年4月19日
認可公告日：2016（H28)年7月12日
施工者：独立行政法人 都市再生機構
施行面積：約１５．５ヘクタール
施工期間：2016（H28)年7月12日～2034（R16)年3月31日
総事業費：約721.5憶円 

品川駅北周辺地区土地区画整理事業

・2016年4月 交通政策審議会答申において、国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークプロジェクト
の１つとして、「白金高輪駅ー品川駅」の地下鉄構想が位置付けられる

・2017年2月 国道15号・品川駅西口駅前広場の整備方針公表
・2018年9月 国道15号・品川駅西口駅前広場の事業計画中間とりまとめ

資料２



7

品川駅北周辺地区まちづくりガイドライン(2017年3月)

・優先整備区域ごとに基盤整備、土地利用、景観などのより具体的な方針を定めたものの第1弾
・以降、優先整備区域における特区提案の前提となる

「品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン 2014（東京都策定）を踏まえ、品川駅北周辺地
区のまちづくりを一層具体化するため、 「品川駅北周辺地区まちづくりガイドライン」を策定

資料２

出典：品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2017



8出典：品川駅北周辺地区まちづくりガイドライン2017

資料２品川駅北周辺地区まちづくりガイドライン(2017年3月)
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出典：品川駅北周辺地区まちづくりガイドライン2017

次世代型の環境・防災都市づくりに取組む
～安全・安心・快適にすごせる持続可能なまちづくりの実現～

資料２品川駅北周辺地区まちづくりガイドライン(2017年3月)
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2014年ガイドライン以降の動き

・2019年4月 国家戦略特区の都市計画決定（都市再生特区）（内閣総理大臣認定）

・2019年   環状4号線延伸事業着手
・2020年3月 高輪ゲートウェイ駅開業
・2020年4月 京急線連続立体交差事業着手

資料２

出典：京浜急行本線（泉岳寺駅～新馬場駅間）連続立体交差事業について
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・2020年3月 2014年ガイドラインを、それまでの変化を反映させた
「品川駅・田町駅まちづくりガイドライン2020」に改定

出典：品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2020

品川駅・田町駅まちづくりガイドライン2020（東京都） 資料２
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品川駅 えきまちガイドライン（2021年3月）（東京都）

・品川駅（駅街区）を中心に３つの地区（西口・北周辺地区・東口）にまたがり、地区の開発調整を行うガイド
ライン３つの将来像

出典：品川駅 えきまちガイドライン

「品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン２０２０」に示す「これからの日本を牽引する国
際交流拠点・品川」の実現を目指し、「日本の玄関口」にふさわしい空間や景観形成を図るた
め、「品川駅 えきまちガイドライン」を策定

「品川駅 えきまちガイドライン」を具体化するため、行政と事業者等が連携して実現していく内容について
「品川駅 えきまちガイドライン創造編 2023」として2023年7月に行政と事業者等で取りまとめた。
本ガイドラインでは、品川駅周辺を、個性ある周辺のまちをつなぎ・多様な交通モードをむすび・時代を先

取りする「新たな価値」をうみだす「新たなえきまち」とするために必要な整備内容を示している。

品川駅 えきまちガイドライン創造編2023（2023年７月）（東京都）

資料２
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高輪築堤の発見
・2019年4月 遺構発見
・2020年2月 開業当初の築堤と群杭、第7橋梁の橋台を発見
・2020年9月 高輪築堤調査・保存等検討委員会の設置
・2021年4月 第7橋梁と南北に接続する築堤約80m分、及び公園部約40m分の2か所を

現地保存すること、また信号機土台部を含む約30mを移築保存することを決定
・2021年9月 一部が国史跡に指定

品川駅北周辺地区まちづくりガイドラインの改定（2021年9月）

・高輪築堤遺構の発見および史跡指定に対応した改定

資料２

出典：品川駅北周辺地区まちづくりガイドライン2021


